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１．はじめに
　－“リソースベースド・ビュー”の功罪－
　とある不動産屋のキャッチフレーズが下記のよう
なものである。
　どこに住むか、より
　どこなら住めるか、から
　考えていないだろうか。

　言われてみれば、確かにハッとする。そんな感じ
のフレーズである。そう、たいていの人は、自分の
家を買うときにはまず、「どこに住むのか」という
意志よりも先に、自らの資産を計算して「どこなら
住めるのか」ということから発想を展開していくの
が普通である。そう、自らの嗜好よりも先に、自ら
の資産や能力でその方向性を決めてしまうのである。
そしてそれは、知的レベルの高い人ほどそのように
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する傾向がある。また、いわゆる“大人”と言われ
ている人は、そのようにすることこそが、いわゆる

「大人の判断」、すなわち理性的な判断であると、そ
う思っていたりするのである。
　むろん、その考え方自体が悪いわけではない。む
しろ、正しいのだ。そう、子供というのは、あとさ
きのことを考えない。なりふり構わず、好きなこと
をしたりするものだ。それに対して、大人というの
は、あとのことを考える。例えば、「金魚すくい」で
すくった金魚も、「あとさきを考えない子供」という
のは、家に持ち帰って飼いたいと言う。それに対し
て、「あとのことを考える大人」というのは、どうせ
すぐに死んでしまうのだからといって、家に持ち帰
らないことを勧める。
　あとさきのことを考えないというのは、子供の特
権なのである。そしてその一方で、その特権が無い
とされているのが大人である。そしてこれについて
は、経営戦略のほうでも、それを是とするものがあ
る。そう、今までに何度か出てきたVRIO理論であ
る１。
　このVRIO理論によれば、経営資源が全てである。
すなわち、その組織が持っているリソースによって、
取れる戦略が異なるというものである。そしてまた、
規模の大きなことをしようと思うのであれば、それ
だけ多くのリソースを持たねばならない、というこ
とになる。逆の意味で極端に言えば、組織がしっか
りとせねば、何をしたとしても徒労に終わるという
ものである。
　そしてまた、このVRIO理論によれば、前述のよ
うな「どこに住むのか」という意志よりも先に、自
らの資産を計算して「どこなら住めるのか」という
ことから発想を展開していくほうが正しいというこ
とになる。しかし、本当にこれでよいのだろうか。

２． －特許事務所1.0－
　「平成から令和に時代が変わっても、弁理士のコ
ア業務は変わらない」というようなことを、弁理士
会の機関誌である「パテント」の冒頭の「今月の言
葉」のところで、担当副会長が述べている。これを
見て、多くの伝統的な弁理士は、「そうだ、そうだ」
と大賛同し、多くの若手弁理士は、大きく絶望する
こととなった。「これじゃあ、古臭い弁理士業界は、

いつまでたっても変わらない」、それが正直なとこ
ろであろう。
　ところが、保守派というのは、恐ろしい。彼らは
決して自分たちが保守派だとは思ってもいないし、
革新派を妨害しているなどとは、少しも思っていな
い。ただ単に、自分たちが正しいと思っていること
を忠実に行っているだけなのだ。これに関して言う
と、例えば今年度に入って、弁理士会の支部名称が

「会」となった。例えば、かつての「関東支部」は「関
東会」となった２。
　ただ、そこに至るまでには何かと紆余曲折があっ
たものの、その効果のほうは、絶大であったという。
元々、支部名称変更の話が出たときには、そんなこ
とをしても効果が無い、ましてや、関連する規則の
改定や看板の架け替え等の労力と費用をかけるのに
見合わないといったような声も多く、必要と思われ
ないことを行うことに対する抵抗のほうが多かった
のである。誠に恥ずかしながら、この私も、その反
対派の中の一人であった。
　けれども、実際にはかなりの効果があったようで
ある。したがって、一見して何の効果も無い、そし
てまた、現時点であえてそのようなことをする必要
性が見込めないようなこと（支部名称を「会」に変
更すること）は、実は、かなりの先見性を持った妙
案であったのである。その状況では、「そんなもの
効果が無い」と言っていた方が、むしろ保守派であっ
て、革新的な考えを妨害していただけだったのであ
る。しかしながら、私を含め、それに強く反対して
いた者たちは、自分たちが革新的なアイディアを妨
害する保守派（=改革を妨害する諸悪の根源）だとは、
少しも思っていなかったのである。むしろ自分達の
ほうが正しく、支部名称を「会」に変更しようとす
る方々のことを、弁理士会の正常な状態を乱すとん
でもない連中だと、そう思っていた。そうして、弁
理士会のためを思って、心の底から反対していたの
である。
　支部名称を「会」に変更しようとしていた方々も、
それはそれで、「弁理士会のため」と思って行動をし
ていた３。そうしてお互いに、「弁理士会のため」を
思って争っていたわけである。
　ここで話を元に戻すと、「弁理士というのは、いっ
たい何を業務にすべきなのか」ということについて、


